
 

 

 

 

事 務 連 絡 

令 和 ３ 年 ２ 月 １ ９ 日 

 

各都道府県,保健所設置市,特別区衛生主管部(局)  

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課  

大学を設置する各地方公共団体担当課  

各 文 部 科 学 大 臣 所 轄 学 校 法 人 担 当 課 御中  

大学を設置する各学校設置会社担当課  

大学を設置する公立大学法人を設立する各地方公共団体担当課  

各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 担 当 課  

 

文部科学省高等教育局高等教育企画課 

文部科学省研究振興局学術機関課 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

厚生労働省医政局地域医療計画課 

 

大学等と自治体が連携した地域における検査体制の整備等について（周知） 

 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施については，各大学及び大学

共同利用機関（以下「大学等」という。）において適切に対応していただき，誠

にありがとうございます。 

 

 

（１）大学等と自治体が連携した地域における検査体制の整備等について  

以前より，新型コロナウイルス感染症の検査に関する PCR 等の検査（以下単に

「PCR 検査」という。）に協力が可能な大学等においては，各地域の実情に応じ，

各都道府県衛生主管部局と十分に調整の上，PCR 検査への協力等について御検討

いただきたい旨のお願いをしてきたところです（令和２年６月 17 日付け文部科

学省・厚生労働省通知（※）（以下「令和２年６月 17 日付け通知」という。））。

今般，大学等が自治体と連携して，それぞれの地域における検査体制の整備等に

取り組む事例をまとめましたので，別紙１のとおりお知らせいたします。各大学

等におかれては，これらの事例を参考に，地域における検査体制の整備等への協

力について，改めて御検討をお願いします。 

【重要】 

各地域における新型コロナウイルス感染症に関する PCR 等の検査体制を更に拡大する

観点から，大学等と自治体が連携して地域における検査体制の整備等に取り組む事例

をまとめましたので，お知らせします。また，積極的疫学調査及び変異株に関する情報提

供等への協力がございますので，お知らせします。 



 

また，令和２年６月 17 日付け通知にて PCR 検査に協力する各大学等への支援

について各学長等宛にお知らせをしておりますが，文部科学省においては，令和

２年度第二次補正予算に PCR 検査に協力する各大学等への支援のための事業費

を計上しております。当該事業は，新型コロナウイルス感染症対策に関する PCR

検査体制の強化に資するため，大学等の研究室等が保有する機器を PCR 検査に活

用できる体制を整備するとともに，PCR 検査に協力する大学等の教育研究活動の

継続の支援を図るものであり，第６次公募を令和３年２月 18 日～３月８日で行

っております。PCR 検査への協力が可能な大学には，検査協力と教育研究活動の

継続との両立を図る等のためにも，当該事業を積極的に御活用いただきたいと考

えています。当該事業による支援の内容等を踏まえた申請も含め，各大学等にお

いては，検査への協力等について御検討をお願いいたします。 

 

さらに，令和２年６月 26 日付け文部科学省高等教育局高等教育企画課・同省

研究振興局学術機関課事務連絡にて PCR 検査への協力が見込まれる大学等の詳

細な調査を実施しているところ，御回答いただいた大学等におかれては，御協力

いただき誠にありがとうございました。当該調査については，各大学等における

検討の結果や各地域における状況の変化等に応じ，その都度，回答票の提出をお

願いしております。取り組み内容に変更が生じた場合や，新たに PCR 検査への協

力が可能になった場合等，各大学等における状況が変化しましたら，お手数をお

かけしますが，回答票を提出いただきますようお願いします。 

 

加えて，検査の実施に当たっては，その質を担保するため，検査を行う機関に

おいては精度管理を適切に行うようにしてください。 

診療を目的とした検査を行う場合は，都道府県知事，保健所設置市長又は特別

区長による登録を受けた衛生検査所等においてのみ行うことができるものとさ

れており，大学等における医療機関からの委託によるもの以外の検査であっても，

当該検査結果を用いて陽性に係る診断を行うことを前提とした場合，診療を目的

とした検査となるため，こうした検査に当たる検査を行う大学等にあっては，衛

生検査所の登録を受けるようにしてください。 

なお，新型コロナウイルス感染症に係る検査のみを行うために衛生検査所を臨

時的に開設する場合については，登録の手続，登録基準，衛生検査所の開設者の

義務等が緩和される旨，都道府県，保健所設置市及び特別区に対し令和２年３月

５日付けの通知により示しているため，衛生検査所の登録の申請に当たっては管

轄の都道府県等に問い合わせていただくようお願いいたします。  

 

（※）令和２年６月 17 日付け２文科振第 95 号・医政発 0617 第１号・健発 0617

第１号文部科学省研究振興局長・同省高等教育局長・厚生労働省医政局長・同

省健康局長通知。 

 



 

（２）積極的疫学調査及び変異株に関する情報提供等への協力について 

新型コロナウイルス感染症の発生状況を把握するため，積極的疫学調査(※１)

として，全国の自治体及び民間検査機関の協力のもと，国立感染症研究所に遺伝

子検査で SARS-CoV-2 陽性と判定された検体（Ct 値が 30 より大きい及び Ct 値の

ない場合は除外した精製 RNA の残余液）の提出をお願いしているところです。ま

た，変異株(※２）においては，発生の早期探知を強化しており，全国の地方衛

生研究所や民間検査機関において変異株を確認する PCR 検査で陽性と判定され

た検体についても，国立感染症研究所に提出を頂いております。国立感染症研究

所に提出された検体から得た情報はクラスター対策に活用するとともに，積極的

疫学調査の一環として公表しております。大学等におかれましても，自治体から

の依頼があった場合には，積極的疫学調査に御協力くださいますようお願い申し

上げます。また，変異株が確認された場合には，公衆衛生対策上重要と考えられ

るため，速やかに自治体に情報共有して頂くようお願いします。なお，各自治体

においては，変異株の情報把握の重要性を踏まえ，管内の大学等との円滑な連携

を図る観点から，連絡先や共有する情報の種類や内容等を予め大学等と共有する

など，適切な配慮にご留意いただきますようお願いします。また，実施設内にお

いて確認されたゲノム情報は，GISAID （Global Initiative on Sharing All 

Influenza Data）（※３）に速やかにご登録くださいますようお願いします。 

 

（※１）本件は，感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平

成 10 年法律第 114 号）第 15 条の規定に基づく積極的疫学調査として実施す

るものであるため，検体の提出にあたっての患者本人の同意取得は不要です。 

（※２）国立感染症研究所 「感染・伝搬性の増加や抗原性の変化が懸念される

新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）の新規変異株について（第６報）」参照 

（※３）新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ゲノムやインフルエンザウイルスの

情報などに関するデータベースのこと。  

 

 

各都道府県におかれては，必要に応じて貴管内の市区町村及び関係機関等に対

して，国公立大学法人におかれてはその設置する大学に対して，大学を設置する

地方公共団体及び文部科学大臣所轄学校法人におかれてはその設置する大学に

対して，大学を設置する学校設置会社におかれてはその設置する大学に対して，

大学共同利用機関法人におかれてはその設置する大学共同利用機関に対して，本

件について周知されるようお願いいたします。  

 

 

 

 

 



 

○大学と自治体が連携して地域における検査体制等の整備等に取り組む事例（別

紙１） 

※文部科学省 HP にも掲載しております。 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00132.html 

○令和２年６月 17 日付け通知「新型コロナウイルス感染症の PCR 検査に協力す

る大学等への支援について」（別紙２） 

○令和２年６月 26 日付け事務連絡「各大学等が保有する PCR 機器の新型コロナ

ウイルス感染症に関する検査への活用に向けた協力状況等について（調査）」

（別紙３） 

○令和３年２月 10 日付け通知「改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス

感染症に関する自費検査を提供する者に対する協力要請等について」（別紙４） 

○令和３年２月 18 日付け事務連絡「大学改革推進等補助金「大学保有検査機器

活用促進事業」の第６次公募について」（別紙５） 

○令和２年３月５日付け通知「新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査

のみを行うために衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱いについて」（別

紙６） 

 

 

＜本件連絡先＞                       

【大学等と自治体が連携した PCR 検査等の事例について】  
文部科学省 ０３－５２５３－４１１１（代表）  

高等教育局高等教育企画課    
（内線：３３４１） 

E-mail: koutou@mext.go.jp 
 
【PCR 検査体制強化に向けた大学保有機器の 

活用促進事業（研究費等助成）について】   
文部科学省 ０３－５２５３－４１１１（代表）  

研究振興局学術機関課    
（内線：４０８３） 

E-mail: gakkikan@mext.go.jp 
 
【PCR 等の検査全般について】  

厚生労働省 ０３－５２５３－１１１１（代表）  
新型コロナウイルス感染症対策推進本部検査班   

（内線：８０１５） 
E-mail: corona-kensahan@mhlw.go.jp 

 
【衛生検査所の登録について】 

厚生労働省 ０３－５２５３－１１１１（代表）  
医政局地域医療計画課    

（内線：２５３８）  
 
【積極的疫学調査や変異株について】 

厚生労働省 ０３－５２５３－１１１１（代表）  
新型コロナウイルス感染症対策推進本部戦略班    

（内線：８２５７） 

https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00132.html
mailto:koutou@mext.go.jp
mailto:gakkikan@mext.go.jp
mailto:corona-kensahan@mhlw.go.jp
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保
健
所
職
員
が
受
領
し
た
C
O
C
O
A
接
触
受
信
者

の
唾
液
検
体
を
厳
重
に
梱
包
し
、
東
京
薬
科
大
学
P
C
R
セ
ン
タ
ー
職
員
が
自

動
車
で
大
学
ま
で
運
搬
。

・
厚
生
労
働
省
事
業
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
P
C
R
検
査
等
に
か
か

る
精
度
管
理
調
査
」
に
て
、
正
答
率
1
0
0
%
と
判
定
。

・
今
後
も
地
域
に
お
け
る
P
C
R
検
査
に
か
か
る
連
携
強
化
を
図
り
、
地
域
の
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
推
進
に
貢
献

大
阪
府
・
京
都
府
の
2
0
医
療
機
関
に
P
C
R
機
器
を
貸
出
し
、

P
C
R
検
査
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

・
メ
ー
カ
ー
協
力
の
も
と
、
全
自
動
P
C
R
装
置
等
（
試
薬
等
の
臨
床
評
価
を
含

む
）
の
簡
便
か
つ
高
性
能
な
S
A
R
S
-C
o
V
-2
検
出
臨
床
検
査
法
の
改
良
・
開

発
を
実
施
。

・
iP
S
細
胞
研
究
所
・
医
学
部
附
属
病
院
・
大
阪
市
立
大
学
と
の
共
同
研
究
を
通

じ
て
全
自
動
P
C
R
装
置
を
大
阪
府
・
京
都
府
の
2
0
の
医
療
機
関
に
設
置
し
、

C
O
V
ID
-1
9
全
自
動
P
C
R
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
。
ま
た
、
設
置
先
機
関
の
職

員
に
、
使
用
方
法
、
デ
ー
タ
提
供
に
関
す
る
説
明
会
の
実
施
。

・
iP
S
細
胞
研
究
所
が
医
学
部
附
属
病
院
に
貸
与
し
て
い
る
P
C
R
装
置
に
て
地
域

の
福
祉
施
設
職
員
、
入
所
者
の
一
斉
検
査
を
実
施
。

・
行
政
検
査
、
お
よ
び
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
へ
の
検
査
導
入
に
よ
る
疫

学
調
査
が
可
能
に
。

・
多
く
の
急
性
期
医
療
機
関
で
医
療
従
事
者
、
術
前
患
者
等
に
対
す
る
迅
速
か

つ
高
精
度
な
検
査
が
可
能
に
（
下
図
「
検
査
数
」
参
照
）
。

・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
で
検
出
さ
れ
た
S
A
R
S
-C
o
V
-2
の
ゲ
ノ
ム
解
析
を
週
１
回

程
度
の
割
合
で
行
い
、
結
果
（
変
異
株
の
有
無
等
）
を
公
表
。

（
h
tt
p
s:
//
w
w
w
.k
u
h
p
.k
y
o
to
-u
.a
c
.j
p
/~
ic
t/
c
lm
/?
p
a
g
e
_
id
=
5
5
5
）

行
政
検
査
等
に
協
力
②

京
都
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
臨
床
病
態
検
査
学
：
C
O
V
ID
-1
9
全
自
動
P
C
R
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ペ
ー
ジ
よ
り

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.k
u
h
p
.k
yo
to
-u
.a
c.
jp
/~
ic
t/
cl
m
/?
p
ag
e_

id
=
4
3
9

検
査
数

東
京
薬
科
大
学

P
C
R
検
査
セ
ン
タ
ー

八
王
子
市
保
健
所

P
C
R
検
査
担
当
（
4
名
）

事
務
担
当
（
3
名
）

検
体
の
受
領
・
運
搬

検
査
結
果
の
返
戻

C
O
C
O
A
接
触
受
信
者
の
検
体

八
王
子
市
と
の
P
C
R
検
査
連
携
体
制

安
全
に
留
意
し
た
検
査
方
法
を
確
立

https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~ict/clm/?page_id=555
https://www.kuhp.kyoto-u.ac.jp/~ict/clm/?page_id=439


※
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
大
学
の
取
組
内
容
を
聞
き
取
り
の
上
作
成
。

大
学
と
自
治
体
が
連
携
し
て
地
域
に
お
け
る
検
査
体
制
の
整
備
等
に
取
り
組
む
事
例

（
長
崎
県
・
私
立
大
学
）

長
崎
国
際
大
学

（
熊
本
県
・
国
立
大
学
）

熊
本
大
学

長
崎
県
や
佐
世
保
市
と
連
携
し
、
検
査
体
制
の
拡
充
に
よ

り
地
域
の
安
全
・
安
心
に
貢
献

・
長
崎
県
や
佐
世
保
市
な
ど
の
行
政
と
連
携
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査

体
制
の
拡
充
を
図
る
こ
と
か
ら
感
染
症
の
感
染
拡
大
防
止
に
向
け
て
、
学
内

に
N
IU
疾
患
検
査
セ
ン
タ
ー
を
設
立
（
医
学
部
や
大
学
病
院
を
持
た
な
い
大

学
と
し
て
初
）
。

・
長
崎
県
受
診
・
相
談
セ
ン
タ
ー
に
相
談
後
の
診
療
・
検
査
医
療
機
関
か
ら
の

検
査
や
地
域
外
来
・
検
査
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
検
査
に
協
力
。
長
崎
県
と
県

医
師
会
の
契
約
に
基
づ
く
、
会
員
医
療
機
関
か
ら
の
検
査
に
協
力
。
保
健
所

か
ら
の
感
染
症
法
に
基
づ
く
積
極
的
疫
学
調
査
の
行
政
検
査
に
対
す
る
検
査

に
協
力
。

・
「
大
学
と
し
て
ク
ラ
ス
タ
ー
を
出
さ
な
い
。
」
と
の
安
東
学
長
の
強
い
信
念

に
基
づ
き
、
学
内
関
係
者
や
近
隣
住
民
の
安
全
・
安
心
、
長
崎
県
内
の
地
域

医
療
へ
の
貢
献
を
目
的
と
し
、
行
政
と
協
働
で
取
り
組
み
、
長
崎
県
北
地
域

や
佐
賀
県
の
一
部
の
ク
ラ
ス
タ
ー
化
を
未
然
に
防
ぎ
、
罹
患
者
の
低
減
を
図

る
こ
と
に
寄
与
。

熊
本
県
、
熊
本
市
と
連
携
し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
追
跡
や
熊
本

市
中
心
市
街
地
飲
食
店
の
従
業
員
の
検
査
を
実
施

・
熊
本
県
及
び
熊
本
市
が
実
施
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
P
C
R
検
査
の
行
政

検
査
の
一
部
を
受
託
し
て
検
査
を
実
施
。

・
令
和
２
年
1
2
月
か
ら
令
和
３
年
1
月
は
3
,1
6
6
件
の
検
査
を
実
施
。

・
熊
本
県
、
熊
本
市
の
ク
ラ
ス
タ
ー
追
跡
や
熊
本
市
中
心
市
街
地
飲
食
店
の
従

業
員
の
検
査
に
貢
献
。

・
検
査
の
信
頼
性
を
高
め
る
た
め
の
取
組
を
実
施
。

✔
検
体
の
取
り
違
え
等
の
過
誤
を
防
ぐ
た
め
、
検
体
ID
の
導
入
と
、
２
フ

ァ
ク
タ
ー
に
よ
る
検
体
照
合
の
実
施

✔
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
た
め
、
パ
ス
ワ
ー
ド
管
理
さ
れ
た
電
子
フ
ァ
イ
ル

に
よ
る
検
査
依
頼
と
結
果
報
告
シ
ス
テ
ム
の
構
築

✔
精
度
管
理
に
よ
る
信
頼
あ
る
検
査
デ
ー
タ
の
提
供

✔
全
て
の
検
査
業
務
は
教
育
訓
練
を
受
け
た
臨
床
検
査
技
師
免
許
を
有
す
る

教
員
、
大
学
院
生
が
実
施

行
政
検
査
等
に
協
力
③

検
査
作
業
の
様
子

１
２
月
、
１
月
の
受
託
行
政
検
査
実
施
件
数

1日
5日

10
日

15
日

20
日

25
日

30
日

5日
10
日

15
日

20
日

25
日

3
0日

検
査
の
様
子



※
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
大
学
の
取
組
内
容
を
聞
き
取
り
の
上
作
成
。

大
学
と
自
治
体
が
連
携
し
て
地
域
に
お
け
る
検
査
体
制
の
整
備
等
に
取
り
組
む
事
例

（
岐
阜
県
・
私
立
大
学
）

学
内
等
に
お
け
る
検
査
の
推
進

岐
阜
医
療
科
学
大
学

（
東
京
都
・
国
立
大
学
）

東
京
医
科
歯
科
大
学

岐
阜
県
内
の
地
域
医
療
機
関
、
医
師
会
と
連
携
し
て
検
査

実
施

・
岐
阜
医
療
科
学
大
学
可
児
キ
ャ
ン
パ
ス
が
位
置
す
る
岐
阜
県
中
南
部
地
域
に

お
け
る
基
幹
病
院
及
び
医
師
会
と
の
間
で
P
C
R
検
査
に
関
す
る
業
務
委
託
契

約
を
締
結
し
、
契
約
病
院
等
の
依
頼
に
よ
り
大
学
所
有
P
C
R
検
査
装
置
を
使

用
し
て
検
査
を
実
施
。

検
査
回
数

２
回
／
日

検
査
実
施
日

月
曜
日
～
金
曜
日

・
学
生
の
臨
地
実
習
の
際
に
、
予
め
学
生
に
対
し
P
C
R
検
査
を
実
施
す
る
こ
と

で
、
病
院
等
の
実
習
先
に
感
染
リ
ス
ク
を
負
わ
せ
る
こ
と
な
く
、
安
心
し
て

受
入
れ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
た
。

・
地
域
基
幹
病
院
、
医
師
会
と
の
連
携
の
も
と
P
C
R
検
査
業
務
を
行
っ
た
こ
と

で
、
地
域
に
お
け
る
検
査
体
制
の
構
築
に
貢
献
し
て
き
た
。
今
後
も
引
き
続

き
大
学
が
持
つ
人
的
・
物
的
な
医
療
資
源
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
よ
り
広
範

な
連
携
、
社
会
貢
献
を
推
進
す
る
。

附
属
病
院
と
連
携
し
、
病
院
内
の
医
療
従
事
者
の
検
査
を

実
施

・
「
大
学
病
院
は
高
度
先
進
医
療
を
優
先
す
る
」
と
い
う
姿
勢
は
社
会
的
に
許

容
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
患
者
の
受
入

を
率
先
し
て
推
進
。

・
一
方
、
医
療
従
事
者
が
安
心
し
て
活
動
す
る
た
め
に
は
、
医
学
部
附
属
病
院

の
医
療
従
事
者
に
対
し
定
期
的
な
P
C
R
検
査
が
不
可
欠
で
あ
り
、
基
礎
研
究

者
が
積
極
的
に
P
C
R
検
査
に
協
力
す
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
全
学
体
制
で
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
克
服
の
取
組
を
実
施
。

・
学
内
の
B
S
L
3
の
研
究
施
設
を
即
時
に
臨
時
転
用
を
決
め
、
P
C
R
検
査
実
施
の

体
制
を
整
備
し
、
B
S
L
3
内
で
の
実
験
手
技
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
す
る
な

ど
、
第
一
波
の
最
中
に
P
C
R
検
査
対
応
可
能
な
体
制
を
構
築
。

・
医
療
従
事
者
を
他
の
ス
タ
ッ
フ
や
研
究
者
た
ち
が
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
か
ら
支

え
、
全
学
を
上
げ
て
取
り
組
ん
だ
結
果
、
都
内
で
随
一
の
受
け
入
れ
病
院

に
。

検
査
の
様
子

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
流
れ

検
査
室

バ
イ
オ
ハ
ザ
ー
ド
対
策
を
し
た
部

屋
で
の
検
体
処
理
の
様
子

リ
ア
ル
タ
イ
ム
P
C
R
機
器
に
よ
る
検
査
の
様
子



※
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
大
学
の
取
組
内
容
を
聞
き
取
り
の
上
作
成
。

大
学
と
自
治
体
が
連
携
し
て
地
域
に
お
け
る
検
査
体
制
の
整
備
等
に
取
り
組
む
事
例

（
愛
知
県
・
私
立
大
学
）

保
健
所
の
行
政
検
査
に
該
当
し
な
い
方
を
対
象
に
P
C
R
解
析
を
実
施

至
学
館
大
学

（
千
葉
県
・
国
立
大
学
）

千
葉
大
学

大
府
市
と
連
携
し
、
ク
ラ
ス
タ
ー
の
発
生
や
社
会
の
分
断

を
防
ぐ
た
め
の
検
査
に
協
力

・
大
府
市
が
指
定
し
た
罹
患
者
が
発
生
し
た
市
内
の
高
齢
者
・
障
が
い
者
施
設
、

及
び
幼
児
教
育
保
育
施
設
の
職
員
な
ど
の
う
ち
、
保
健
所
に
よ
る
行
政
検
査

に
該
当
し
な
い
方
を
対
象
に
、
検
体
の
解
析
を
実
施
。

・
医
学
部
を
有
し
な
い
も
の
の
、
特
色
と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
の
部
活
動
が
盛
ん
で

あ
り
、
資
格
取
得
の
た
め
の
実
験
、
実
習
科
目
も
多
い
こ
と
か
ら
、
教
育
・

研
究
活
動
を
止
め
な
い
た
め
、
令
和
２
年
1
0
月
か
ら
学
内
で
学
生
、
教
職
員

及
び
学
校
関
係
者
を
対
象
に
全
学
P
C
R
検
査
を
実
施
。

・
医
師
免
許
を
有
す
る
教
員
３
名
を
中
心
と
し
た
対
策
チ
ー
ム
を
編
成
し
、
全

学
の
各
部
門
が
協
力
。

・
検
体
の
解
析
に
係
る
費
用
は
、
教
職
員
の
人
件
費
以
外
に
つ
い
て
、
大
府
市

が
検
査
キ
ッ
ト
等
を
全
額
負
担
。

君
津
市
と
連
携
し
、
住
民
参
加
型
の
地
域
の
健
康
を
守
る

官
民
学
の
取
組
を
推
進

・
君
津
市
内
の
公
立
学
校
等
公
共
施
設
の
う
ち
、
保
健
所
に
よ
る
行
政
検
査
に

該
当
し
な
い
児
童
、
生
徒
、
教
職
員
等
の
中
か
ら
希
望
す
る
方
を
対
象
に
、

検
体
の
解
析
を
行
い
、
学
校
等
の
再
開
に
当
た
っ
て
の
不
安
を
解
消
し
、
安

心
を
確
保
す
る
こ
と
に
貢
献
。

・
大
学
院
医
学
研
究
院
に
お
い
て
、
既
存
の
B
S
L
2
に
対
応
し
た
実
験
室
お
よ

び
安
全
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
を
活
用
し
て
解
析
を
実
施
（
無
症
状
者
の
唾
液
を
研

究
解
析
し
、
そ
の
途
中
で
得
ら
れ
る
P
C
R
解
析
結
果
を
研
究
結
果
と
し
て
君

津
市
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
）
。

・
検
体
の
解
析
に
係
る
費
用
の
う
ち
、
消
耗
品
の
費
用
に
つ
い
て
は
君
津
市
が

負
担
。

大
府
市
消
防
職
員
対
象
の
P
C
R
検
査
実
施

解
析
作
業
の
様
子

記
者
発
表
の
様
子

不
活
化
液
チ
ュ
ー
ブ

※
実
際
は
無
色

実
際
の
回
収
容
器

記
者
会
見
の
様
子

検
体
回
収
会
場
の

イ
メ
ー
ジ
写
真
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事 務 連 絡 

令 和 ２ 年 ６ 月 ２ ６日 

 

各 国 公 立 大 学 法 人 担 当 課  

大学を設置する各地方公共団体担当課  

各 文部科 学大臣 所轄学 校法人 担当 課 御中  

大学を設置する各学校設置会社担当課  

各 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 担 当 課  

 

文部科学省高等教育局高等教育企画課 

文部科学省研究振興局学術機関課 

 

各大学等が保有する PCR 機器の新型コロナウイルス感染症に関する検査への 

活用に向けた協力状況等について（調査） 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置の実施については，各大学及び大学

共同利用機関法人（以下「大学等」という。）において適切に対応していただき，

誠にありがとうございます。また，令和２年５月 11 日付け高等教育局高等教育

企画課・研究振興局学術機関課事務連絡により依頼した「各大学等におけるＰＣ

Ｒ機器の保有状況等について」の調査（以下「先般調査」という。）について，

御回答いただいた大学等におかれては，短期間にもかかわらず，御協力いただき

誠にありがとうございました。  

 

令和２年６月 17 日付け通知にて新型コロナウイルス感染症の検査に関する

PCR 等の検査（以下単に「PCR 検査」という。）に協力する各大学等への支援に

ついて各学長等宛にお知らせをしましたが，文部科学省においては，厚生労働省

と密接に連携を図りながら，それぞれの施策により，PCR 検査に協力する大学

等への支援を行うとともに，地域の行政・医療機関等と協力可能な大学等の連携

に資するなど，次なる感染拡大の波にも備えた検査体制の構築を図ることを目指

します。厚生労働省において追加の予算が計上された「新型コロナウイルス感染

症緊急包括支援交付金」の中で，拡充が図られた「感染症検査機関等設備整備事

業」は，大学等含めた検査実施機関における検査機器の導入について支援がなさ

れるものです。また、文部科学省においても PCR 検査に協力する各大学等への

支援のための事業費を令和２年度第二次補正予算に計上しましたが，当該事業は

【重要】 

各地域における新型コロナウイルス感染症に関する PCR 検査体制を更に拡大する観点

から，各大学等が保有している PCR 機器の活用にむけた協力状況等について，改めて

調査をさせていただきます。お手数をおかけしますが，該当する大学等においては，回答

に御協力お願い申し上げます。 

e-tasuku
テキスト ボックス
別紙３



今後起こり得る再度の感染拡大に備え，大学等の研究室等が保有する機器を

PCR 検査に活用できる体制を整備するとともに，PCR 検査に協力する大学等の

教育研究活動の継続の支援を図るものです。これらの事業による支援の内容等を

踏まえ，各大学等においては，検査への協力等について御検討をお願いいたしま

す。  

 

先般調査において，御回答いただいた大学等の部局が保有している PCR 機器

の状況等については，文部科学省において一定程度確認することができ，施策の

検討にも当該内容を反映させていただきましたが，各地域における PCR 検査の

体制の更なる拡大に向け，この度，厚生労働省とも調整の上，PCR 検査への協

力が見込まれる大学等の詳細な調査を実施させていただきます。  

大変御多忙の中，誠に恐縮でございますが，各大学等（大学病院を除く。）に

おける PCR 機器の活用に向けた協力状況等について，別紙１のとおり回答項目

を用意しましたので，以下の留意点を御確認いただき，部局ごとに別紙２の回答

票で回答をお願い申し上げます。改めての確認となり誠に申し訳ございませんが，

まずは７月３日（金）までの回答に御協力をお願い申し上げます。  

なお，各大学等における検討の結果や各地域における状況の変化等に応じて，

都道府県との調整や検査への協力状況が変化することもあると存じますので，以

降の締切は設けず，状況の変化等に応じて，各大学等からの御質問を随時受け付

けるとともに，その都度，回答票の提出をお願いします。  

 

（留意点）  

・今回の調査の趣旨は，各地域における検査体制の更なる拡大に向け，既に積

極的に検査に協力している大学等や今後の協力が可能だと見込まれる大学

等の情報を文部科学省において詳細に把握すること，また，厚生労働省を通

じ，それぞれの都道府県へ当該情報を提供することにありますので，学内に

PCR 機器を一つも保有していない場合や，他機関への機器の貸出のみであ

れば対応が可能な場合等について御回答いただく必要はありません。  

・大学病院以外で PCR 機器を保有している部局ごとに回答をお願いします。

例えば，学内で PCR 検査への協力が可能と見込まれる部局（○○研究所，

□□センター，△△研究科など）が５つある場合，回答票についても５つ御

提出ください。（なお，回答の際には，学内でとりまとめの上，提出いただ

いても構いません。）  

 

なお，本調査への御回答を踏まえ，文部科学省において各大学等の部局（本件

担当者）と個別に相談・確認を行い，内容を精査の上，各地域の行政・医療機関

等と協力可能な大学等の円滑な連携に資する観点から，厚生労働省を通じて各都

道府県の担当部署に対して情報提供することとしています。また，御回答いただ

いた各大学等に対して，所在する都道府県等の衛生主幹部局の詳細な連絡先を提

供することが可能であり，各大学等におかれては，検査への協力に当たって不明



な点や相談すべき点がある場合，まずは文部科学省へ御連絡いただきますようお

願いします。  

また，本調査への回答に際し，具体的な回答の仕方とその後の文部科学省等と

のやり取りのフローを別紙３にてまとめていますので，適宜御参照ください。  

 

○回答項目（別紙１）  

○回答票（別紙２）  

○本調査の回答及び各地域における検査体制の構築を図るフロー（別紙３）  

○令和２年６月 17 日付け通知「新型コロナウイルス感染症の PCR 検査に協力

する大学等への支援について」（別紙４）  

 

 

 

 

 

＜本件連絡先＞                 

文部科学省 ０３－５２５３－４１１１（代表）  

                
（調査の内容・回答先について）       

文部科学省高等教育局高等教育企画課    
（内線：３３４１）  

E-mail: koutou@mext.go.jp 
 

（本件調査の回答について）          
・国立大学                

文部科学省高等教育局国立大学法人支援課  

（内線：３４９７）  

・公立大学                

文部科学省高等教育局大学振興課      

（内線：３３７０）  

・私立大学                

文部科学省高等教育局私学部私学行政課   

（内線：２５３３）  

・大学共同利用機関             

文部科学省研究振興局学術機関課     

（内線：４３０２）  

mailto:koutou@mext.go.jp


１．窓口に係る情報
・大学番号
・設置者別【⾃動⼊⼒】
・大学名【⾃動⼊⼒】
・部局名
・所在地
・担当部署
・担当者氏名（役職）
・代表番号（内線）
・直通番号
・FAX番号
・メールアドレス
・BSL2施設等の保有数
・BSL3施設等の保有数
・衛生検査所の登録【選択式】

■登録済み
■登録申請中
■申請を検討中
■未登録

２．検体検査に活用可能な保有機器に係る情報
・機器名称（メーカー名）
・取得年⽉⽇
・最大検査可能件数/1日
・検体検査への協⼒状況【選択式】

■⾃治体等の要請に基づいて協⼒中
■附属病院と連携して協⼒中
■今後協⼒が可能

・検体検査への協⼒内容【選択式】
■検体を受け⼊れて⾃ら検査へ協⼒
■機器を貸し出して検査に協⼒
■どちらでも協⼒可能

・既に検体検査に協⼒しているリアルタイムPCR機器数と検査可能件数の合計【⾃動⼊⼒】
・今後、検査に協⼒可能なリアルタイムPCR機器数と検査可能件数の合計【⾃動⼊⼒】

３．検体検査への協⼒に係る情報
（１）現在、検体検査に既に協⼒している場合
・⾃治体等との協⼒について【選択式】

■自治体等からの要請を受けて検査を実施
■自治体等からの要請を受けているわけではない

・附属病院との協⼒について【選択式】
■附属病院と協⼒しているわけではない
■附属病院にて採取した検体の検査をする形で協⼒
■附属病院に機器を貸し出す形で検査に協⼒
■学内に附属病院を有していない

・検査協⼒の意向【選択式】
■更なる協⼒が可能
■現在以上の協⼒は困難

・検体検査へ協⼒する際の留意事項や要望について【自由記述】
（２）現在、検体検査に協⼒はしていないが、今後検査への協⼒が⾒込まれる場合
・検査協⼒の意向【選択式】

■検査協⼒が可能
■自治体等との検査協⼒に向けた相談は可能

・検体の受付時間
・検体の受取方法【選択式】

■検体を受け取りに⾏くことが可能
■輸送された検体を学内で受け取り

・検査結果を判定するまでの時間
・検査人員の有無【選択式】

■検査⼈員の提供は不要（部局にて確保が可能）
■検査人員の提供を要する（部局にて確保が困難）

・検査人員への研修要否【選択式】
■研修は特段不要
■検体検査に係わる研修を要する

・検査人員の人数
・防護資材等の要否【選択式】

■防護資材等の提供は不要
■防護資材等の提供を要する

・検査を運用し続ける上での課題点について【自由記述】
・検体検査へ協⼒する際の留意事項や要望について【自由記述】

回答項目 別紙１



１．窓口に係る情報

大学番号

設置者別

大学名

部局名

所在地

担当部署

担当者氏名（役職）

代表番号（内線） ※半角数字で記入ください

直通電話 ※半角数字で記入ください

FAX番号 ※半角数字で記入ください

メールアドレス

BSL2施設等の保有数 ※半角数字で記入ください

BSL3施設等の保有数 ※半角数字で記入ください

衛生検査所の登録

※本件について適切に対応できる担当者を記載ください

※部局の所在地をプルダウンから選択ください

※PCR機器を保有している部局を記載ください

※本件の連絡窓口となる部署を記載ください(PCR機器を保有している部局と異なる場合でも可能)

※「番号別」タブを参照の上、自大学の番号を記載ください

※半角英数字で記入ください(可能な限り部署の共通メールアドレス)

※プルダウンから選択ください

別紙２



２．検体検査に活用可能な保有機器に係る情報

新型コロナウイルスの検体検

査に活用可能な、リアルタイ

ムPCR法を実施できる機器

（既に活用しているものも含

む）

機器名称（メーカー名） 取得年月日
最大検査可能件数

/１日（※）

検体検査への協力状況

　自治体等の要請に基づいて協力中：①

　附属病院と連携して協力中：②

　今後協力が可能：③

検体検査への協力内容

　検体を受け入れて自ら検査へ協力：①

　機器を貸し出して検査に協力：②

　どちらでも協力可能：③

記載例： ×× ××× ××（○○社） 2015/10/1 20 ① ①

機器１

機器２

機器３

機器４

機器５

機器６

機器７

機器８

機器９

機器１０

機器１１

機器１２

機器１３

機器１４

機器１５

機器１６

機器１７

機器１８

機器１９

機器２０

機器２１

機器２２

機器２３

機器２４

機器２５

機器２６

機器２７

機器２８

機器２９

機器３０

機器３１

機器３２

機器３３

機器３４

機器３５

機器３６

機器３７

機器３８

機器３９

機器４０

機器４１

機器４２

機器４３

機器４４

機器４５

機器４６

機器４７

機器４８

機器４９

機器５０

既に検体検査に協力している

リアルタイムPCR機器数

既に検体検査に協力している

リアルタイムPCR機器よる一

日あたりの検査可能件数の合

計

今後、検査に協力可能なリア

ルタイムPCR機器数

今後、検査に協力可能なリア

ルタイムPCR機器による一日

あたりの検査可能件数の合計

※検査可能件数は、機器の性能、検査人員の状況等を総合的に勘案の上、継続的に実施できる件数を試算してください



３．検体検査への協力に係る情報

（１）現在、検体検査に既に協力している場合

自治体等との協力について

附属病院との協力について

検査協力の意向

検体検査へ協力する際の留意

事項や要望について

（２）現在、検体検査に協力はしていないが、今後検査への協力が見込まれる場合

検査協力の意向

検体の受付時間

検体の受取方法

検査結果を判定するまでの時

間

検査人員の有無

検査人員への研修要否

検査人員の人数

防護資材等の要否

検査を運用し続ける上での課

題点について

その他、検体検査へ協力する

際の留意事項や要望について

※自治体等からの要請に応じて、検体検査に長期間協力する場合のボトルネックを記載ください

※検体検査に際しての防護資材等の提供が必要かどうかを回答ください

※プルダウンから選択ください

※実際に検査を行う際、結果を判定するまでに要するおおよその時間を回答ください

※機器のみでなく、実際に検体検査を行う人員を確保できるかどうかを回答ください

※検査人員を確保できる場合、事前に研修を要するかどうか回答ください（確保できない場合、空白のままで問題ありません）

※検査人員を確保できる場合、当該人数を回答ください（確保できない場合、空白のままで問題ありません）

※その他要望等がある場合、記載ください

※その他要望等がある場合、記載ください

※自治体等との協力状況について回答ください

※プルダウンから選択ください

※学内の附属病院との協力状況について回答ください

※今後、現状以上に検査協力することが可能なのかを回答ください

※実際に検査を行う際、検体の受け取りが可能な時間帯を回答ください



別紙３

学内の部局が保有するPCR機器を用いて、検査を実
施しているか︖

学内の部局が保有するPCR機器を用い、
今後、各部局での検査を実施すること
に協⼒が可能だと⾒込まれるか︖

回答の必要なし

学内の部局（大学病院を除く）にてPCR機器を保有しているか︖

YES NO

YES

YES

NO

NO

各⾃治体や⽂部科学省等と検査体制構築に向けて
相談することが可能か︖（相談中も含む）

NOYES

文部科学省 厚生労働省

①回答内容等の調整

②検査への協⼒が可能な
各大学等の情報を提供

③各大学等の情報を提供

⽂部科学省へ回答
（以下、回答後の流れ）

大学等
地方自治体

（⾏政・医療機関）
④各地域のニーズ等を踏まえ、
適切に相談の上、連携・協⼒

PCR検査体制の強化

⑤検査体制の報告

本調査の回答及び各地域における検査体制の構築を図るフロー
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医政発０２１０第２号 

健発０２１０第５号 

令和３年２月１０日 

 

   都道府県知事  

各 保健所設置市長  殿 

   特 別 区 長 

 

       

厚 生 労 働 省 医 政 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

厚 生 労 働 省 健 康 局 長 

  （ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

改正後の感染症法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者に

対する協力要請等について 

 

 

新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律（令和３年法律第５号。

以下「改正法」という。）が令和３年２月３日公布されたところ、これに伴い、感染症の予

防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症

法」という。）の一部が改正され、同月 13 日に施行されることとなりました。 

改正法による改正後の感染症法第 16 条の２第１項の規定に基づき、各都道府県、保健所

設置市及び特別区（以下「都道府県等」という。）は、感染症の発生を予防し、又はそのま

ん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、病原体等の検査の状況等を勘案し

て、「新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な

措置」を定め、民間検査機関等に対し、当該措置の実施に対する必要な協力を求めること

ができることとなります。 

つきましては、新型コロナウイルス感染症に関する、社会経済活動の中で本人等の希望

により自己負担で実施する検査（以下「自費検査」という。）の適正な実施を図り、もって

感染症のまん延の防止等を図るため、下記の内容を参考に、管内の自費検査を提供する者

（以下「自費検査提供者」という。）等が講ずるべき措置（以下「自費検査の適正実施のた

めの措置」という。）を定めるとともに、改正法による改正後の感染症法第 16 条の２第１

項に基づく協力要請を行うようお願いします。 

なお、本通知は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項の規定に基づ

く技術的助言であることを申し添えます。 

 

記 

 

e-tasuku
テキスト ボックス
別紙４



【自費検査の適正実施のための措置について】 

１ 新型コロナウイルス感染症の拡大と緊急の必要性について 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大が全国的に認められる中で、新型コロナウイル

ス感染症に関する自費検査の需要が急速に増加しています。このような中で、検査機関

の精度管理の実施状況にばらつきがあること、検査結果が陽性となっても医療機関を受

診しないケースがあることなど、新型コロナウイルス感染症の拡大につながりかねない

状況が見受けられます。このため、自費検査提供者等が検査の質を担保し信頼できる検

査体制を構築することによって、新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又は更な

るまん延を防止することが急務となっています。こうした状況に鑑み、都道府県等にお

いては、自費検査の適正実施のための措置を定め、関係者に周知をした上で、新型コロ

ナウイルス感染症に関する自費検査提供者等に対して当該措置への協力を求めるようお

願いします。自費検査の適正実施のための措置は、本通知の発出から遅くともおよそ１

ヶ月以内を目途に定めていただくようお願いいたします。 

 

２ 感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するために必要な措置について 

  各都道府県等が、自費検査の適正実施のための措置を定め、管内の新型コロナウイル

ス感染症に関する自費検査提供者等への協力を要請するに当たっては、別添ひな形を参

考としてください。また、都道府県等において、自費検査の適正実施のための措置を定

め自費検査提供者等への協力を要請する場合、勧告及び公表を行う場合には、厚生労働

省新型コロナウイルス感染症対策本部検査班（jihi-sochi@mhlw.go.jp）宛にその旨ご連

絡いただくようお願いいたします。 

   

３ 自費検査の適正実施のための措置を講ずるための準備期間の取扱いについて 

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者等は、都道府県等が自費検査の適

正実施のための措置を定めた後、可及的速やか（遅くともおよそ１ヶ月以内を目処）に

当該措置を講ずることへの協力が求められます。 

ただし、当該措置の中には、例えば、システム改修など準備等に更なる時間を要する

ものなどもあると考えられることから、個別の事例において措置を講ずることができな

い具体的な理由を確認した上で、それが合理的であると判断される場合には、法第 16 条

の 2 に規定する協力の求めに応じることのできない「正当な理由」に該当するものと扱

って差し支えありません。 

 

４ 協力の求め及び勧告に従わない場合の公表について 

  都道府県知事等が、自費検査の適正実施のための措置の実施について、新型コロナウ

イルス感染症に関する自費検査提供者等に対して協力の求めを行ったにもかかわらず、

正当な理由なくこれに応じない場合には、都道府県知事等は当該自費検査提供者等に対

して協力を求める勧告を行うことができます。また、正当な理由なく当該勧告に従わな

い場合には、その旨を公表することができます。 

公表する内容は、①自費検査提供者等の名称、②協力要請及び勧告の内容、③正当な

理由がないと判断した理由を基本とし、国民の適正な検査機関の選択等に資するように

する等の観点から、個別の事例により判断いただくようお願いします。 

 



【自費検査の実態把握について】 

５ 自費検査件数の報告について 

  自費検査の実態を把握するため、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者

のうち、自費検査のみを提供する医療機関及び医療機関でない自費検査提供者について

は、自費検査の実施件数及び検査結果が陽性となった件数を、原則として１週間ごとに

別紙２の様式を用いて所在地の保健所設置市、特別区又は都道府県に対して報告してく

ださい。自費検査提供者から報告を受けた保健所設置市と特別区は、報告を受けてから

原則として２日以内に結果をとりまとめて別紙２の様式を用いて都道府県に報告し、報

告を受けた都道府県は、原則として２日以内に保健所設置市分と特別区分を含めた結果

をとりまとめて別紙２の様式を用いて厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策本部検

査班（jihi-houkoku@mhlw.go.jp）に報告してください。報告結果は厚生労働省において

公表する予定です。なお、都道府県等が管内の自費検査のみを提供する医療機関及び医

療機関でない自費検査提供者を把握するに当たっては、厚生労働省ホームページの「自

費検査を提供する検査機関一覧」に掲載されている各都道府県の検査機関に照会する、

都道府県等に登録されている衛生検査所に検体検査の委託元を尋ねる等の方法が考えら

れます。 

   

  



（別添ひな形） 

令和○年○月○日 

（新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者）宛 

 

新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置に 

関する協力要請 

 

（地方公共団体名） 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 16 条の２第１項の規定

に基づき「新型コロナウイルス感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため

に、新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を提供する者等が講ずるべき措置」を

下記のとおり定め、当該措置の実施に対する協力を求めます。 

 

                   記 

 

・ 新型コロナウイルス感染症に関して、社会経済活動の中で本人等の希望により自己負

担で実施する検査（以下「自費検査」という。）を提供する者（以下「自費検査提供

者」という。）であって、医療機関でない者においては、あらかじめ、提携医療機関

（自費検査提供者自身又は自費検査提供者から委託された機関が行う検査の結果を

用いて陽性に係る診断を行うことを前提として、自費検査提供者と提携契約等を結ん

でいる医療機関）を定め、検査結果が陽性となった受検者に対しては提携医療機関等

への受診を勧奨すること。この場合において、当該検査を行う機関は「診療の用に供

する検体検査」を行うこととなることから、臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年

法律第 76 号。以下「臨検法」という。）第 20 条の 3 第 1 項に規定する衛生検査所の

登録を受ける必要があること。 

・ 新型コロナウイルス感染症に関する自費検査提供者であって、医療機関でない者にお

いては、検査を提供する前に、受検を希望する者（受検希望者）に対して、検査結果

が陽性であった場合には提携医療機関またはかかりつけ医等の医療機関を受診する

旨を誓約させること。その際、受診先として提携医療機関を選択した受検希望者につ

いては、自費検査提供者から提携医療機関に対して検査結果に係る個人情報を提供す

る際には当該個人情報の提供について受検希望者本人から同意を得ること（誓約や同

意を得る際には別紙１を参考様式として使用する）。また、自費検査提供者が法人か

ら検査を依頼された場合であって、自費検査提供者が直接、受検希望者本人から誓約

や同意を得ることが困難な場合には、検査を依頼する法人の責任者等が別紙１を参考

とした様式を用いて受検希望者から誓約や同意を得ること。その場合には、当該法人

から自費検査提供者に対してそれを提示すること。また、当該法人が自費検査提供者

に検査を依頼する場合には、自費検査提供者または法人のいずれかが受検者が受診で

きる提携医療機関を定めること。 

・ 自費検査の質を担保するため、検査を行う機関においては精度管理を適切に行うこと。

医療機関においては、医療法（昭和 23 年法律第 205 号）に基づく精度管理に関する

措置を講ずること。衛生検査所においては、臨検法に基づく精度管理に関する措置を



講ずること。その際、（追って示す）精度管理マニュアルなどを参考とすること。 

・ 検体プール検査を行う場合には、「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）検体プー

ル検査法の指針」（「医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法につ

いて（要請）」（令和３年１月 22 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推

進本部事務連絡）別添２）を参考にしつつ、適切に行うこと。 

・ 自費検査の提供に当たり検体採取を行う場合には、感染防止のための必要なスペース

の確保、室内の十分な換気、物品の消毒、清掃等の衛生管理措置を講じた上で、受検

者にマスク着用等の標準予防策を遵守させること。 

・ 医療法、臨検法その他の関係法令を遵守すること。 

 

 



誓約書／同意書（案） 

 

 

１．新型コロナウイルス感染症に関する検査で検査結果が陽性であった場合に

受診する医療機関を選択の上、以下のいずれかに○をしてください。（医療機

関の名称もできるだけ記載してください。） 

 

① 検査機関の提携医療機関（名称（検査機関にて記載）：         ） 

② かかりつけ医又は地元の医療機関（※）（名称：          ） 

③ その他の医療機関（名称：          ） 

 

 

私は、検査結果が陽性であった場合には、上記で選択した医療機関を受診する

ことを誓約します。 

 

○年○月○日  

住所：                             

氏名：                             

 
※ ②のかかりつけ医又は地元の医療機関を受診する場合には、事前に医療機関に連絡し対応可

能か確認してください。または地域の受診相談センターに相談してください。 

 

 

２．上記１で①を選択した方のみご記入ください。 

検査結果が陽性となった方については、検査結果に基づき医療機関での医師

の診断が必要となることから、当検査機関から、上記１で選択された①の提携

医療機関に対して、検査結果に関する個人情報を提供します。 

 

 

 私は、当検査機関が提携医療機関に対して、検査結果に関する個人情報を提

供することに同意します。 

 

○年○月○日 

  氏名：                             

 



　

検査実施期間：　　　年　　　月　　　日　 ～　　　年　　　月　　　日      

検査提供機関の名称 ： 　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

検査提供機関の所在地：　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

検査提供機関の電話番号 ：    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

検査提供機関のメールアドレス：　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【入力に際しての留意事項】

1

2

3

　自費検査件数報告（週報）　

検査提供機関は上記の基本情報及び報告様式１に記載の上、所在地の都道府県等（都道
府県、保健所設置市又は特別区）に報告すること。

都道府県は、上記２による管内の保健所設置市及び特別区分の報告を含めた各都道府県
分の合計をとりまとめた上で、報告様式３を用いて厚生労働省に報告すること。

保健所設置市及び特別区は報告様式１で報告された管内の全ての検査提供機関の情報を
とりまとめた上で報告様式２を用いて都道府県に報告すること。



検査提供機関名
検査実施件数
(合計）

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県に
居住する者の

件数

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県外
に居住する者
の件数

検査結果陽性
数

（合計）

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県に
居住する者の

件数

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県外
に居住する者
の件数

（例）Aラボ株式会社 100 85 15 3 2 1

※「検査実施件数（合計）」には、各検査提供機関が１週間に実施した自費検査の総件数を記入すること。

※「検査結果陽性数（合計）」には、「検査実施件数（合計）」のうち、検査結果が陽性となった件数を記入すること。

※受検者について、当該検査提供機関が所在する都道府県に居住する者と、当該都道府県外に居住する者に分類の上、それぞれ「うち検査提供
機関が所在する都道府県に居住する者の件数」と「うち検査提供機関が所在する都道府県外に居住する者の件数」にその件数を記入すること。

※検査件数の報告は、検査機関の事業所（店舗）単位で行うこと。



保健所又は特別区名
検査実施件数
(合計）

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県に
居住する者の

件数

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県外
に居住する者
の件数

検査結果陽性数
（合計）

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県に
居住する者の

件数

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県外
に居住する者
の件数

（例）　B保健所（合計） 500 460 40 8 6 2

0 0 0 0 0 0



都道府県名
検査実施件数
(合計）

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県に
居住する者の

件数

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県外
に居住する者
の件数

検査結果陽性数
（合計）

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県に
居住する者の

件数

うち検査提供
機関が所在す
る都道府県外
に居住する者
の件数

（例）　C県（合計） 1000 800 200 75 65 10

0 0 0 0 0 0



【重要】 
新型コロナウイルスのＰＣＲ検査に協力する大学等に対し、研究費等の支援を行う

「大学保有検査機器活用促進事業」について、令和３年２月１８日より、第６次公募
を開始しますのでお知らせします。 

 

  

事 務 連 絡 

令和３年２月１８日  

  

各国公私立大学長（株式会社立大学を除く） 

各公私立短期大学長            殿        

各大学共同利用機関法人の長  

 

                      文部科学省研究振興局学術機関課 

 

 

大学改革推進等補助金「大学保有検査機器活用促進事業」の第６次公募について 

 

 

新型コロナウイルス感染症対策に関するＰＣＲ検査体制の強化に資するため、文部科学

省においては、「大学保有検査機器活用促進事業」により、ＰＣＲ検査への協力（検査の

実施又はＰＣＲ機器の貸与）を行う大学等への支援を進めてきたところですが、この度、

第６次公募の申請受付を、令和３年２月１８日より開始することといたします。 

ＰＣＲ検査への協力が可能な大学には、検査協力と教育研究活動の継続との両立を図る

等のためにも、本補助金を積極的にご活用いただきたいと考えています。 

採択された事業については、所要の手続きにより、経費を翌年度へ繰越すことも可能と

しています。 

つきましては、この度、本事業について問い合わせのあった事項等を整理し、別添のと

おり「公募に係るＦＡＱ」の追加改訂を行いましたので、ご参照ください。 

第６次公募への申請を希望する場合は、下記に留意の上、公募要領等に基づき必要な調

書を作成し、申請されるようお願いいたします。 

なお、第１次から第５次の公募における申請については、審査の結果、全てが採択され

ています。 

 

 

記 

１．申請受付期間 

・第６次公募：令和３年２月１８日（木）～３月８日（月） 

 

２．公募説明会 

 本事業の公募に際して、以下の日程で、ＷＥＢ会議システムを活用した公募説明会を

実施します。実施に当たっての詳細は、公募要領及び以下「３．公募要領等」に示した

文部科学省ホームページを参照ください。 

・日  時：令和３年２月２４日（水）１４：００～ 

 

３．公募要領等 

公募要領等関係書類については、以下の文部科学省ホームページからダウンロード

してください。 

   https://www.mext.go.jp/b_menu/boshu/detail/hoyukiki-katuyo.html 

 

 

 

 

 

【本件問合せ先】 
研究振興局学術機関課研究設備係 
電話：03-5253-4111（内線 4083） 
メールアドレス：gakkikan@mext.go.jp 
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（別添 公募に係るＦＡＱ） 

                           令和３年２月１８日改訂 

 

【「①検査実施型」への申請について】 

Ｑ１：本事業公募前から、地方公共団体等からの要請等により継続して検査への協力を

行っていますが、申請は可能ですか？ 

Ａ１：申請は可能です。 

 

Ｑ２：（別添４で示された通知によれば、）診療の用に供する目的で、ＰＣＲ検査を行う

場合は、都道府県に対して衛生検査所の開設に関する登録を行わなければならな

いとのことですが、診療の用に供する目的以外の検査に協力する場合などについ

ては、衛生検査所の登録を行わずとも本事業への申請は可能ですか？ 

Ａ２：地方公共団体等からの要請や委託内容等によりますが、本事業への申請は可能で

す。 

診療の用に供する目的以外の検査に協力する場合など、衛生検査所の登録を要さ

ない内容について地方公共団体等から委託等を受けて、PCR 検査の実施に協力する

場合は、必ずしも、申請に当たって衛生検査所への登録を行う必要はありません。

計画調書の作成に当たって、当該委託内容等について具体的に記載するとともに、

委託内容等が示された書類の写しを併せて添付してください。 

 

Ｑ３：衛生検査所の開設に関する登録を申請中で、登録は完了していませんが、本事業

への申請は可能ですか？ 

Ａ３：申請要件として求めている、「地方公共団体や医療機関等からの、大学等による

ＰＣＲ検査の実施への協力に関する具体的な要請や委託内容等が、書面により明

らかであること。」を満たしていれば、衛生検査所への登録申請中であっても、本

事業への申請は可能です。計画調書の作成に当たって、当該状況について具体的に

記載するとともに、衛生検査所への申請状況が分かる書類の写しを併せて添付し

てください。 

 

Ｑ３－２：衛生検査所の登録の申請をまだ行っていません。登録申請は、契約した地方

公共団体から実際の検査依頼が来た後に行う予定ですが、本事業への申請は可能

ですか？ 

Ａ３－２：申請要件として求めている、「地方公共団体や医療機関等からの、大学等に

よるＰＣＲ検査の実施への協力に関する具体的な要請や委託内容等が、書面によ

り明らかであること。」を満たしていれば、衛生検査所の登録申請前であっても、

本事業への申請は可能です。計画調書の作成に当たって、当該状況について具体的

に記載してください。 

 

Ｑ４：リアルタイムＰＣＲ（qPCR）機器以外の遺伝子検査機器（ＬＡＭＰ法を用いた機

器等）による検査への協力を行う場合、申請は可能ですか？ 

Ａ４：地方公共団体等からの要請や委託内容等によりますが、申請は可能です。 

地方公共団体等から、新型コロナウイルス感染症に係る検査への協力に当たり、

ＰＣＲ機器以外による検査への協力について委託等されている場合は、計画調書の

作成に当たって、当該委託内容等について具体的に記載するとともに、委託内容等

が示された書類の写しを併せて添付してください。 

 

Ｑ４－２：感染が疑われる方への行政検査ではありませんが、地方公共団体が主体とな

り、高齢者や施設職員など広く住民等を対象とした検査を実施しています。この

ような検査に協力する場合、本事業への申請は可能ですか？ 

Ａ４－２：地方公共団体からの委託等を受けて行う検査であれば、広く住民等を対象と

した社会的検査や積極的な疫学調査など、いずれも申請は可能です。 



 

Ｑ５：地方公共団体等との間では、日常的な検査協力ではなく、第二波等に備えて、要

請があれば直ちに検査協力を行う体制を構築する旨の協定を結び、既に体制を構

築しています。このような場合も申請は可能ですか？ 

Ａ５：地方公共団体等からの要請や委託内容等によりますが、本事業は、新型コロナウ

イルス感染症の検査体制拡大を目的とする事業ですので、要請があれば直ちに検

査協力を行う体制を構築している場合であっても、申請は可能です。 

ただし、申請に当たっては、検査協力可能な機器台数を基に、補助金基準額が決

定されますので、計画調書の作成に当たって、当該委託内容等を具体的に記載する

とともに、委託内容等が示された書類の写しを併せて添付することで、委託等に応

じた検査協力可能な機器台数等を明らかにすることが必要です。 

 

Ｑ５－２：検査実施に関し、地方公共団体との契約がまだ正式に締結できていません

が、申請は可能ですか？ 

Ａ５－２：公募要領では、申請要件として「地方公共団体や医療機関等からの、大学等

によるＰＣＲ検査の実施への協力に関する具体的な要請や委託内容等が、書面に

より明らかであること」を求めています。地方公共団体等との契約が未締結である

場合には、例えば、協議中の契約書案の写しなど、地方公共団体等からの要請内容

がわかる書面を提出していただければ、本事業への申請が可能です。この場合、計

画調書の作成に当たって、契約協議の状況について具体的に記載してください。 

 

Ｑ６：同じ大学内の附属病院からの委託を受けて、学内の他部局（研究科、研究所等）

がＰＣＲ機器による検査実施の協力を行う予定ですが、申請は可能ですか？ 

Ａ６：申請は可能です。申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症に関する検査の 

協力に係る委託内容等を明らかにする必要がありますので、計画調書の作成に当た

って、具体的な要請等の内容（検査可能件数の見込みなどを含む）を明らかにする

とともに、契約書等（部局長名による委託内容等を示す書類等）の写しを併せて添

付してください。 

 

Ｑ７：他の補助事業や委託事業等により整備した機器を活用して検査を実施する場合 

も、申請は可能ですか？ 

Ａ７：他の補助事業や委託事業等により整備した機器については、例えば、補助金等に 

係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく財産の処分の制限にかかる場合が

あるなど、他の取組への機器活用に係る制限等が課されている場合がありますので、

各事業が定める制限等に抵触しない限りにおいて、申請することが可能です。 

 

Ｑ８：本事業公募前から、地方公共団体等からの要請等により検査への協力を行ってい

ましたが、公募締切時点では協力関係は既に終了しています。申請は可能ですか？ 

Ａ８：地方公共団体等からの委託等により、令和 2 年 4 月 1 日以降に検査への協力を

行っている場合であって、当該協力に伴って、本来計画していた教育研究活動の変

更等を行う具体的な計画がある場合には、申請は可能です。計画調書の作成に当た

って、当該委託内容や協力実績等について具体的に記載するとともに、委託内容等

が示された書類の写しを併せて添付してください。 

 

Ｑ９：申請に当たって、1 日当たりの検査可能件数等の検査能力に関する基準はありま

すか？ 

Ａ９：検査能力に関する基準は設けていませんが、地方公共団体等からの要請や委託内

容等に応じた検査協力を行う大学等を支援する事業であることから、計画調書の作

成に当たっては、具体的な要請等の内容とともに、その内容に応じた検査協力を行

うことが可能であることを明らかにする必要があります。 

 



Ｑ９－２：地方公共団体から委託料を受けてＰＣＲ検査を実施することとしています。

検査実施に必要な経費は委託料で賄えますが、その場合でも本事業への申請は可

能ですか？ 

Ａ９－２：本事業は、ＰＣＲ機器の検査への提供に伴い、追加的に生じる費用について

幅広く補助を行うものであり、例えば、検査体制を構築するため初期投資を行っ

たり、当初の研究計画を変更したりする場合などは、これに要する経費について、

補助申請を行うことが可能です。 

 

Ｑ９－３：本補助金を、ＰＣＲ検査体制の構築のための初期投資にとどまらず、検査実

施時に必要な消耗品等の購入にも充てたいと思いますが、可能ですか？ 

Ａ９－３：本補助金は、ＰＣＲ機器の検査への提供に伴い追加的に生じる費用について

幅広く補助を行うものであり、ＰＣＲ検査に必要な消耗品等の購入費も補助対象

にしています。ただし、地方公共団体等との委託契約において、検査に必要な消

耗品等の費用を委託料で賄うこととしている場合などは、経費の重複となり、補

助できないケースも想定されますので、留意してください。 

 

【「②機器貸与型」への申請について】 

Ｑ10：検査機関等への PCR 機器の貸与に当たり、留意する事項はありますか？ 

Ａ10：申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症に関する検査の実施のために貸与 

することを明らかにする必要がありますので、計画調書の作成に当たって具体的な

要請等の内容（検査機関名（貸与先）、検査機関等における検査可能件数の見込みな

どを含む）を明らかにするとともに、契約書等の写しを併せて添付してください。 

 

Ｑ11：学内の他部局（附属病院を含む）への貸与を行う場合も、申請は可能ですか？ 

Ａ11：申請は可能です。申請に当たっては、新型コロナウイルス感染症に関する検査の

実施のために貸与することを明らかにする必要がありますので、計画調書の作成に

当たって具体的な要請等の内容（貸与先、貸与先における検査可能件数の見込みな

どを含む）を明らかにするとともに、契約書等（部局長名による貸借関係を示す書

類等）の写しを併せて添付してください。 

 

Ｑ12：他の補助事業や委託事業等により整備した機器の貸与を行う場合も、申請は可能

ですか？ 

Ａ12：他の補助事業や委託事業等により整備した機器については、例えば、補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律に基づく財産の処分の制限にかかる場合が

あるなど、他の取組への機器活用に係る制限等が課されている場合がありますので、

各事業が定める制限等に抵触しない限りにおいて、申請することが可能です。 

 

【申請全般について】 

Ｑ13：本事業の第１次公募に採択されましたが、さらに第２次公募へ申請することは可

能でしょうか？ 

Ａ13：公募要領では「同一の機器による申請は一度限り」としていますが、第１次公募     

に際し、検査のため提供することとしたＰＣＲ機器とは別に、他のＰＣＲ機器を用

いてさらに検査協力を行う場合には、第１次公募に続き、第２次公募にも申請する

ことが可能です。 

 

Ｑ14：本事業について、補助金の繰越は可能でしょうか？ 

Ａ14：本事業の予算については、繰越明許費の指定がなされています。年度内に事業が
完了しない場合には、本補助金については、一定の手続により、翌年度に必要額を
持ち越して使用することができます。 



 

医政発 0305第１号 

令和２年３月５日  

 

  都道府県知事 

各 保健所設置市長 殿 

  特 別 区 長 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行うために 

衛生検査所を臨時的に開設する場合の取扱いについて 

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る検査体制を迅速に確保するため、臨床検査技師等に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第 26 号）による改正後の臨

床検査技師等に関する法律施行規則（昭和 33 年厚生省令第 24 号。以下「臨検法施行規則」

という。）附則第４項に基づき、新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査のみを行

うために衛生検査所を臨時的に開設する場合の登録等については、下記のとおり取り扱って

差し支えないこととしたので通知する。 

この取扱いは、新型コロナウイルス感染症に係る検査体制を迅速に確保する必要がある場

合に特に認められるものであるため、これが必要と認められなくなった場合には、直ちにこ

の取扱いによる衛生検査所の登録を中止するとともに、この取扱いにより登録した衛生検査

所については廃止するよう指導等されたい。 

なお、医療機関においては、「病院又は診療所間において検体検査の業務を委託及び受託

する場合の留意点について」（平成 30年 11月 29日医政総発 1129第１号・医政地発 1129第

１号厚生労働省医政局総務課長・地域医療計画課長連名通知）を遵守した上で、他の医療機

関から委託を受けて新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査を行うことも可能で

ある。また、国立感染症研究所等において、診療の用に供する目的ではなく、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成 10 年法律第 114 号）に基づく行政検査

としてのみ行われる場合については、衛生検査所の登録は不要である。 

 

記 

 

第一 この取扱いは、次のいずれかに該当する施設において、新型コロナウイルス感染症に

係る病原体核酸検査のみを診療の用に供する検査として行う衛生検査所を臨時的に開設

改正後全文 
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する場合に認められるものであること。 

１ 国、地方公共団体、独立行政法人又は地方独立行政法人の試験研究施設 

２ 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）に基づく大学及びその附属試験研究施設並びに

国立大学法人法（平成 15年法律第 112号）第２条第４項に規定する大学共同利用機関 

３ 都道府県、保健所設置市及び特別区が特に必要と認める施設（１及び２に掲げる施設

を除く。） 

 

第二 臨床検査技師等に関する法律（昭和 33 年法律第 76 号。以下「臨検法」という。）及

びこれに基づく法令の適用並びにこれに関する指導監督については、次のとおりとするこ

と。 

１ 臨検法施行規則第 11条に基づく登録の申請に当たっては、次のとおりの取扱いとす

ること。 

（１） 臨検法施行規則様式第六による申請書の記載事項のうち、衛生検査所の名称、衛

生検査所の所在地、検査業務の内容、検査用機械器具の名称及び数並びに衛生検査

所の管理者の氏名のみを記載すればよいこと。また、検査業務の内容については、

一次分類は遺伝子関連・染色体検査、２次分類は病原体核酸検査と記載し、検査用

機械器具の名称及び数については、新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検

査に用いるもののみ記載すること。 

（２） 同条第２項に基づく書類は添付しなくて差し支えないこと。 

（３） これまでに病原体核酸検査の実績を有している施設の場合は、当該施設からの都

道府県、保健所設置市又は特別区への電話、電子メール等による連絡をもって登録

の申請がなされたものと扱い、都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長は、当

該施設が本通知に則って登録を受けることが可能であることを電話、電子メール等

により確認した上で、臨検法第 20 条の３第１項の規定に基づく衛生検査所の登録

を行うこととして差し支えないこと。 

この場合において、臨検法施行規則様式第六による申請書の提出は、事後的に行

うこととして差し支えないこと。また、臨検法施行規則第 13 条に基づく登録証明

書の交付は、申請書の提出後に行うこととして差し支えないこと。 

ただし、申請書は可能な限り速やかに提出することとし、提出がなされない場合

は、都道府県知事、保健所設置市長又は特別区長は臨検法第 20 条の５第１項に基

づき必要な事項の報告を命じること。 

 

２ 臨検法施行規則第 12条に基づく基準については、次のとおりの取扱いとすること。 

（１） 同条第１項第１号に基づく検査用機械器具については、電気冷蔵庫、遠心器、核

酸増幅装置及び核酸増幅産物検出装置を有していればよいこと。新型コロナウイル

ス感染症に係る病原体核酸検査のうち一部の工程のみを行う場合にあっては、電気

冷蔵庫、遠心器、核酸増幅装置及び核酸増幅産物検出装置のうち、当該工程の実施

に必要な検査用機械器具を有していればよいこと。 



（２） 同条第１項第９号に基づく管理者については、検査業務に関し相当の経験を有す

る医師又は管理者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師でなく

ても差し支えないこと。また、指導監督医を選任しなくて差し支えないこと。 

（３） 同条第１項第 15号及び第 16号に基づく作業日誌及び台帳については作成しなく

て差し支えないが、検体の受領から検査結果の報告までの経過を適切に記録した書

類を作成すること。 

（４） 同条第１項第２号、第４号、第５号、第 10 号から第 14 号まで、第 17 号及び第

18 号並びに第２項に基づく基準については、満たさなくて差し支えないこと。な

お、同条第１項第３号及び第６号から第８号までに基づく基準については満たす必

要があること。 

 

３ 臨検法施行規則第 12 条の２に基づく開設者の義務については、次のとおりの取扱い

とすること。 

（１） 同条第１項及び第４項に基づく義務については、遵守するよう努めること。 

（２） 同条第２項及び第３項に基づく義務については、新型コロナウイルス感染症に係

る病原体核酸検査の性質上遵守することが困難であるため、遵守しなくて差し支え

ないこと。 

 

４ 臨検法施行規則第 12 条の３に基づく書類の保存については、２（３）に定める書類

を２年間保存すること。また、衛生検査所を廃止した場合においても、管理者において

２年間保存すること。 

 

５ 実地調査による申請事項に係る事実の有無の確認等については、登録後でも差し支え

ないこと。 

 

６ 衛生検査所の登録を行うに当たっては、臨時的に新型コロナウイルス感染症に係る病

原体核酸検査を行うためにのみ登録されること及び新型コロナウイルス感染症に係る

検査体制を迅速に確保する必要がなくなった場合には直ちに廃止することを申請者に

承知させること。 

 

７ 新型コロナウイルス感染症に係る病原体核酸検査を行うに当たっては、感染管理や精

度管理等について、厚生労働省、都道府県、保健所設置市及び特別区の指示に従うよう

申請者に留意させること。 
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